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新旧対照表 

資料４－２ 

頁 現 行 変 更 案 変更理由 

１０ 第１編 総論 

第４章 京都市の地理的，社会的特徴 

(8) 文化財等 

  世界遺産に登録されている 14 の社寺等をはじめ，平成 27 年４月１

日現在，1,861 件の重要文化財（内，国宝 210 件）があり，観光名所，

旧跡も数多く存在する。これら文化財の武力攻撃災害に対する保護は，

市にとって重要な課題である。また，これらの観光を目的として，年間

を通じて府内のみならず，国内外からも多数の観光旅行者等が訪れてい

る。京都市における平成 26 年の観光旅行者等は 5,563 万 6 千人で，増加

傾向にある。更に，外国人観光客数については，平成 26 年の宿泊施設利

用外国人客数は 183 万人となっている。 

第１編 総論 

第４章 京都市の地理的，社会的特徴 

(8) 文化財等 

 世界遺産に登録されている 14 の社寺等をはじめ，平成 28 年４月１日

現在，1,865 件の重要文化財（内，国宝 211 件）があり，観光名所，旧

跡も数多く存在する。これら文化財の武力攻撃災害に対する保護は，市

にとって重要な課題である。また，これらの観光を目的として，年間を

通じて府内のみならず，国内外からも多数の観光旅行者等が訪れている。

京都市における平成 27 年の観光旅行者等は 5,684 万人で，増加傾向にあ

る。更に，外国人観光客数については，平成 27 年の宿泊施設利用外国人

客数は 316 万人となっている。 

時点修正 

３４ 第２編 平素からの備えや予防 

第８章  要配慮者等への支援体制の整備 

第２  外国人への支援 

(1)  外国人支援体制の整備 

  市は，財団法人京都市国際交流協会，府，大学，国際交流団体等と

の連携を強化し，武力攻撃事態等をはじめ様々な緊急事態において，外

国人を支援する体制の整備に努める。 

第２編 平素からの備えや予防 

第８章  要配慮者等への支援体制の整備 

第２  外国人への支援 

(1)  外国人支援体制の整備 

  市は，公益財団法人京都市国際交流協会，府，大学，国際交流団体

等との連携を強化し，武力攻撃事態等をはじめ様々な緊急事態において，

外国人を支援する体制の整備に努める。 

字句修正 

７０ 第３編 武力攻撃事態等への対処 

第４章 救援 

４ 医療活動の実施等 

（3） 医療活動等を実施する際に特に留意すべき事項 

ア 核攻撃等又は原子力災害の場合 

第３編 武力攻撃事態等への対処 

第４章 救援 

４ 医療活動の実施等 

（3） 医療活動等を実施する際に特に留意すべき事項 

ア 核攻撃等又は原子力災害の場合 

字句修正 
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新旧対照表 

資料４－２ 

 市は，内閣総理大臣により緊急被ばく医療派遣チームが派遣された場

合には，その指導のもと，トリアージの実施，汚染や被ばくの程度に応

じた医療活動を行う。また，内閣総理大臣から緊急被ばく医療活動の要

請があった場合には，必要な防護措置を講じたうえで，医療活動を行う。 

 市は，内閣総理大臣により被ばく医療に係る医療チームが派遣された

場合には，その指導のもと，トリアージの実施，汚染や被ばくの程度に

応じた医療活動を行う。また，内閣総理大臣から被ばく医療活動の要請

があった場合には，必要な防護措置を講じたうえで，医療活動を行う。 

用語集-１ 緊急対処事態 

 武力攻撃の手段に準じる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生

した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められ

るに至った事態で，国家として緊急に対処することが必要なもの (事態

対処法第 25 条) 

 

緊急対処事態対処方針 

 緊急対処事態に至ったときに，政府がその対処に関して定める方針の

こと。次の事項が記載される。 

・緊急対処事態であることの認定及び当該認定の前提となった事実 

・当該対処事態への対処に関する全般的な方針 

・緊急対処措置に関する重要事項 (事態対処法第 25 条) 

緊急対処事態 

 武力攻撃の手段に準じる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生

した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められ

るに至った事態で，国家として緊急に対処することが必要なもの (事態

対処法第 22 条) 

 

緊急対処事態対処方針 

 緊急対処事態に至ったときに，政府がその対処に関して定める方針の

こと。次の事項が記載される。 

・緊急対処事態であることの認定及び当該認定の前提となった事実 

・当該対処事態への対処に関する全般的な方針 

・緊急対処措置に関する重要事項 (事態対処法第 22 条) 

法改正に伴

う修正 

用語集-２ 緊急対処保護措置 

 緊急対処事態対処方針が定められてから廃止されるまでの間に，指定

行政機関，地方公共団体，指定公共機関又は指定地方公共機関が，事態

対処法第 25 条第３項第２号に掲げる措置その他これらの者が当該措置

に関し国民の保護のための措置に準じて法律の規定に基づいて実施する

措置 (国民保護法第 172 条) 

緊急対処保護措置 

 緊急対処事態対処方針が定められてから廃止されるまでの間に，指定

行政機関，地方公共団体，指定公共機関又は指定地方公共機関が，事

態対処法第 22 条第３項第２号に掲げる措置その他これらの者が当該

措置に関し国民の保護のための措置に準じて法律の規定に基づいて実

施する措置 (国民保護法第 172 条) 

法改正に伴

う修正 
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資料４－２ 

用語集-２ 緊急被ばく医療派遣チーム 

 （後略） 

被ばく医療に係る医療チーム 

 （後略） 

字句修正 

用語集-３ 指定行政機関 

 政令で指定された次の国の機関のこと。内閣府，国家公安委員会，警

察庁，金融庁，消費者庁，総務省，消防庁，法務省，公安調査庁，外務

省，財務省，国税庁，文部科学省，文化庁，厚生労働省，農林水産省,

林野庁，水産庁，経済産業省，資源エネルギー庁，中小企業庁，国土交

通省，国土地理院，観光庁，気象庁，海上保安庁，環境省，原子力規制

委員会,防衛省（事態対処法第２条第４号） 

 

指定地方行政機関 

 指定行政機関の地方支分部局その他の国の地方行政機関で政令で指定

された次の機関のこと。 

 沖縄総合事務局，管区警察局，総合通信局，沖縄総合通信事務所，財

務局，税関，沖縄地区税関，地方厚生局，都道府県労働局，地方農政局，

北海道農政事務所，森林管理局，経済産業局，産業保安監督部，那覇産

業保安監督事務所，地方整備局，北海道開発局，地方運輸局，地方航空

局，航空交通管制部，管区気象台，沖縄気象台，管区海上保安本部，地

方環境事務所，地方防衛局（事態対処法第２条第５号） 

 

指定公共機関 

 独立行政法人，日本銀行，日本赤十字社，日本放送協会その他の公共

的機関及び電気，ガス，運送，通信その他の公益的事業を営む法人。政

令及び内閣総理大臣公示で 150 法人が指定されている。(平成 26 年 3

指定行政機関 

 政令で指定された次の国の機関のこと。内閣府，国家公安委員会，警

察庁，金融庁，消費者庁，総務省，消防庁，法務省，公安調査庁，外務

省，財務省，国税庁，文部科学省，スポーツ庁，文化庁，厚生労働省，

農林水産省,林野庁，水産庁，経済産業省，資源エネルギー庁，中小企業

庁，国土交通省，国土地理院，観光庁，気象庁，海上保安庁，環境省，

原子力規制委員会,防衛省，防衛装備庁（事態対処法第２条第５号） 

 

指定地方行政機関 

 政令で指定された指定行政機関の地方支部局その他の国の地方行政機

関で政令で指定された次の機関のこと。 

 沖縄総合事務局，管区警察局，総合通信局，沖縄総合通信事務所，財

務局，税関，沖縄地区税関，地方厚生局，都道府県労働局，地方農政局，

北海道農政事務所，森林管理局，経済産業局，産業保安監督部，那覇産

業保安監督事務所，地方整備局，北海道開発局，地方運輸局，地方航空

局，航空交通管制部，管区気象台，沖縄気象台，管区海上保安本部，地

方環境事務所，地方防衛局（事態対処法第２条第６号） 

 

指定公共機関 

 独立行政法人，日本銀行，日本赤十字社，日本放送協会その他の公共

的機関及び電気，ガス，運送，通信その他の公益的事業を営む法人で政

令及び内閣総理大臣公示で 149 法人が指定されている。(平成 27 年 4

法改正に伴

う修正 
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新旧対照表 

資料４－２ 

月 1 日現在） (事態対処法第２条第６号） 月 1 日現在） (事態対処法第２条第７号） 

用語集-４ 対処措置 

 対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に指定行政機関，

地方公共団体又は指定公共機関が法律の規定に基づいて実施する措置の

こと。武力攻撃を排除するために自衛隊が実施する侵害排除活動及び国

民保護措置など。 (事態対処法第２条第７号) 

対処措置 

 対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に指定行政機関，

地方公共団体又は指定公共機関が法律の規定に基づいて実施する措置の

こと。武力攻撃を排除するために自衛隊が実施する侵害排除活動及び国

民保護措置など。 (事態対処法第２条第８号) 

法改正に伴

う修正 

 


